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第23回三宅村島ぐらし体験事業

開催期間 2026.2.11(水)-2.17(火)
短期コースは2.15(日)まで 詳細は裏面へ



お問合せ先
三宅村企画財政課企画情報係
Mail:miyake03@vill.miyake.tokyo.jp
三宅村地域おこし協力隊 沖山
Mail:miyake.okositai@gmail.com

〇参加費・宿泊費：無料〇
・宿泊先：移住体験住宅を予定しています。
・島内移動：車が必須のためレンタカーをご用意します。（運転免許証をお持ちでない方は事前にご相談下さい。）

・自己負担をお願いするもの：三宅島までの往復交通費、レンタカー貸与時のガソリン代、滞在中の食費など
・現地集合、現地解散になります。船のご予約方法などは別途お伝えします。
・保険加入：参加者には、村にて国内旅行傷害保険に加入します。

第23回 三宅村島ぐらし体験事業

島ぐらし体験事業に参加して、
76人中24人が三宅島へ移住しています

島ぐらし体験事業の日程

〇応募方法〇
左記のお申込みフォームのURLまたはQRコードよりご応募下さい。
応募締め切り後、三宅村にて審査の上参加者を決定し概ね１週間程度でご連絡いたします。
※応募受付期間：2026年1月19日（月）20:00まで
※レンタカー、事業所間の調整などがあるため参加決定後の辞退はご遠慮ください。
キャンセル料が発生する場合がございます。

〇募集人数および参加条件：4名〇
・現在、島外居住で三宅村への移住を検討されており、島内の仕事に従事しながら生活することに意欲のある方
・期間中、他の参加者や地域住民との交流を積極的に持てる方
・期間中は島内を何周もするため、体力のある方
・体験中や体験終了後にアンケート、ヒアリングにご協力いただける方

〇その他事項〇
・観光ツアーではなく移住体験ツアーとなりますので、原則自由時間等はありません。
・三宅村にて審査の上、参加者を決定いたします。合否につきましては、Eメールにてご連絡いたします。
・感染症(インフルエンザ等)拡大や天候等の状況によっては、開催の中止や開催期間の短縮等の対応をさせて
いただく場合があります。

・本事業は、記録としてツアー中の様子を写真・動画で撮影し、SNSやHP等の広報媒体で使用させていただきます。
予めご了承ください。

お申込みフォーム
URL：https://forms.gle/SZJf1rhLENApe92u6
二次元バーコードはコチラ↓

2/10(火)

2/11(水)
～

2/13(金)

2/14(土)
～

2/15(日)

2/16(月)
～

2/17(火)

約3人に1人！

地域おこし協力隊note

これまでの島ぐらし体験事業
レポートはコチラ→

～島ぐらし体験事業とは～
三宅島に最大6泊できることが魅力の
「三宅島に移住したい人のため」の事業です。
滞在期間中は島の事業所や住宅の見学など
気になる島ぐらしを体験できます。
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